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山
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漁公特特開教山選直

（定期）報

告生生生救 毎

第 号

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

告

口
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃

業
災
害
補
償
法
第
百
八
条
第
二
項
の

告定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建

委
告
示

口
県
指
定
有
形
文
化
財
の
指
定
…
…

管
告
示

接
請
求
に
必
要
な
有
権
者
の
数
…
…

目

次

示活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機

活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機

急
病
院
の
認
定
（
医
療
政
策
課
）
…

週
火
・
金
曜
日
発
行

山
口
県
知

示

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

規
定
に
よ
る
同
意
（
団
体
指
導
室
）
…

の
申
請
（
県
民
生
活
課
）
…
…
…
…
…

の
認
証
の
申
請
（
県
民
生
活
課
）
…
…

築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

療
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
…

関
の
指
定
（
厚
政
課
）
…
…
…
…
…
…

関
の
指
定
（
二
件
）
（
厚
政
課
）
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…事

村

岡

嗣

政

二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（金曜日）

社

開
作
字
上

〇
二
五
の

伊
東
歯
科
医
院

フ
ェ
リ
ー
ス
薬
局
松
崎
店

お
お
み
ね
薬
局

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

三
和
企
業
株
式
会

宇
部
市
大

名

称

鈴
木
眼
科
医
院

牟
礼
小
児
科

医
療
法
人

松
永
救
急
ク

リ
ニ
ッ
ク

あ
い
お
い
歯
科
・
イ
ン
プ
ラ
ン

ト
矯
正
ク
リ
ニ
ッ
ク

フ
ァ
ミ
リ
ー
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

み
ね
お
か
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

山
口
県
告
示
第
四
百
五
十
五

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十

医

療

医

療

名

称

医
療
法
人
社
団
鈴
木
眼
科
医
院

あ
い
お
い
歯
科
・
イ
ン
プ
ラ
ン

ト
矯
正
ク
リ
ニ
ッ
ク

伊
東
歯
科
医
院

だ
る
ま
や
薬
局

内
浜
二

三

シ
ョ
ン
早
稲
田

イ
ー
ラ
イ
フ

六

周
南
市
桜
木
一
丁
目
八
番
一
九

防
府
市
南
松
崎
町
五
番
二
四
号

美
祢
市
大
嶺
町
東
分
字
沖
田
一

の
一

等

訪
問
看
護
ス
テ
ー

務
所

名

称

所

字
妻
崎

訪
問
看
護
ス
テ
ー

宇

所

在

宇
部
市
今
村
北
四
丁
目
二
六
番

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
一
七
の

美
祢
市
大
嶺
町
東
分
字
沖
田
一

の
一

宇
部
市
新
天
町
二
丁
目
一
番
一

山
口
市
平
井
六
六
五
の
三

黒
川
五
七
二
の
四

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十

関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

八
日

山
口

機

関

機

関

所

在

宇
部
市
今
村
北
四
丁
目
二
六
番

相
生
町
五
番
八
号

周
南
市
桜
木
一
丁
目
八
番
一
九

萩
市
大
字
東
田
町
一
四

一

番
二
七
号

一
一
、

号

一
一
、
一

一
二
、

二
一
〇

シ
ョ
ン
等

指
定
年
月
日

在

地

部
市
海
南
町
一

平
成
二
七
、

地
八
号

平
成
二
七
、
一
一
、

二

七
、

二
一
〇

一
二
、

号

九
、
一

七
、

一
二
、

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

県
知
事

村

岡

嗣

政

指

定

年

月

日

廃

止

年

月

日

地
一
五
号

平
成
二
七
、
一
〇
、
三

九
、
一

号

一
一
、
一

一
〇
、
三

一 六一 一二一 の 一一五一

告

示



平成 年 月 日 金曜日

介氏称
株
式

トン
・

シ
ー

福
祉

組
合

プ

山 口

山
生

介
護

（定期）県 報

称株
式

トン
・
シ
ー

福
祉
組
合
プ社

会
敬
天

第 号

山
生

介
護居氏

護

予

防

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
社
ア
ッ

・
グ
リ
ー

フ
ァ
ー
マ

山
陽
小
野
田
市

大
字
東
高
泊
一

六
一
四
の
七

グ

生
活
協
同

さ
ん
コ
ー

山
口
市
桜
畠
二

丁
目
二
三
一
二

の
八

さ天サ

口
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
社
ア
ッ

・
グ
リ
ー

フ
ァ
ー
マ

山
陽
小
野
田
市

大
字
東
高
泊
一

六
一
四
の
七

グ

生
活
協
同

さ
ん
コ
ー

山
口
市
桜
畠
二

丁
目
二
三
一
二

の
八

さ天サ

福
祉
法
人

会

防
府
市
大
字
新

田
六
七
二

特ホ

口
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

宅

介

護

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

介

護

予

防

事

業

所

名

称

所

在

地

リ
ー
ン
薬
局

山
陽
小
野
田
市

大
字
東
高
泊
一

六
一
四
の
七

ん
コ
ー
プ
・

神
口
デ
イ

ー
ビ
ス

防
府
市
八
王
子

一
丁
目
一
六
番

二
号

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指

山
口
県
知

リ
ー
ン
薬
局

山
陽
小
野
田
市

大
字
東
高
泊
一

六
一
四
の
七

ん
コ
ー
プ
・

神
口
デ
イ

ー
ビ
ス

防
府
市
八
王
子

一
丁
目
一
六
番

二
号

別
養
護
老
人

ー
ム
ま
め
舎

防
府
市
大
字
新

田
六
七
二

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指

山
口
県
知

居

宅

介

護

事

業

所

名

称

所

在

地

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

平
成
二
七
、

一
一
、

一

介
護
予

防
通
所

介
護

平
成
二
六
、

三
、

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
し
た
。

事

村

岡

嗣

政

居
宅
療

養
管
理

指
導

平
成
二
七
、

一
一
、

一

通
所
介

護

平
成
二
六
、
三
、

短
期
入

所
生
活

介
護

一
二
、

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
し
た
。

事

村

岡

嗣

政

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

（
三
六
七
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

八
島
区
域

白
井
田
区
域

公

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

域
及
び
区
分
に
つ
い
て
法
第
百

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十

区 平
成
二
十
七
年
十
二
月
十

名

称

宇
部
西
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
病
院

宇

山
口
県
告
示
第
四
百
五
十
九

社
会
福
祉
法
人

敬
天
会

防
府
市
大
字

田
六
七
二

山
口
県
告
示
第
四
百
五
十
八

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と

法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満

法
第
百
四
条
第
二
号
に

告

十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以

百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

八
日

山
口

域

区

八
日

山
口

所

在

部
市
大
字
沖
ノ
旦
七
九
七

号
新

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
ま
め
舎

防
府
市
大

田
六
七
二

号（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八

し
て
認
定
し
た
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業

掲
げ
る
漁
業

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
八
条

る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の

が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

県
知
事

村

岡

嗣

政
分

県
知
事

村

岡

嗣

政

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期

平
成
三
〇
、
一
一
、
三
〇

字
新

介
護
予

防
短
期

入
所
生

活
介
護

平
成
二
七
、

一
二
、

号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に

二

お 第区 限 よ

公

告



平成 年 月 日 金曜日

及
び

一二

山 口 県

民と
（
三特

と
お変

（定期）報

一二三

第 号

り
特同

月
二

縦
覧

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岩

山
口
県
岩
国
県
民
局
に
お
い
て
公

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

石

一
人
一
人
が
社
会
参
加
す
る
こ
と

が
で
き
る
地
域
の
創
造
に
寄
与
す

六
八
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
は
、
平
成
二
十
八
年

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
七
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

須

代

表

者

の

氏

名

津

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

萩

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

元
気
な
須
佐
地
域
を
創
る
た
め
に

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

十
七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境

に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

国
市
岩
国
一
丁
目
七
番
一
〇
号

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
岩
国
子
ど

井

由
紀

に
よ
り
、
地
域
課
題
を
解
決
し

る
こ
と
。

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

一
月
二
十
五
日
ま
で
の
間
、
山

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

佐
元
気
な
ま
ち
づ
く
り
ネ
ッ
ト

守

次
一

市
大
字
須
佐
四
五
七
〇
番
地
の

、
自
ら
の
地
域
は
自
ら
が
守
り

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
山
口

山
口
県
知

事

村

岡

嗣

政

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

も
劇
場

心
豊
か
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

五育
て
る
こ
と
を
基
調
と
し
、
住

る
書
類
は
、
平
成
二
十
八
年
一

県
萩
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の

事

村

岡

嗣

政

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条

木
造
四
天
王
立
像

選
挙
管

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

山
口
県
教
育
委
員
会
告
示
第

山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
（

次
の
有
形
文
化
財
を
山
口
県
指

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十

名 下
松
市
大
字
末
武
上
字
二

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の

光
市
島
田
二
丁
目
二
三
番

株
式
会
社
フ
ァ
ノ
ス

教

育

（
三
六
九
）
開
発
行
為
に
関
す

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四

者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並

第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項

四

長
門
市
油
谷

理
委
員
会

示
第
九
十
号

四
号

昭
和
四
十
年
山
口
県
条
例
第
十
号

定
有
形
文
化
財
に
指
定
す
る
。

八
日称

員

数

所

在

ノ
井
手

住
所
及
び
氏
名

一
〇
号

委

員

会

る
工
事
の
完
了

年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第

お
り
公
告
し
ま
す
。

八
日

山
口

域
の
名
称

三

条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一

び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

向
津
具
下
三
五
三
九

宗
教
法
人
二
尊

院

）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

山
口
県
教
育
委
員
会

の

場

所

所

有

者

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為

県
知
事

村

岡

嗣

政

項第び 、 に

教

育

委

員

会

選
挙
管
理
委
員
会



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 金曜日

知
事

副
知
挙
管
員
及

委
員

県
の
育
長
の
請

山 口

県
議

の
請

（定期）県 報

直
県
条
廃
の

県
の
す
る

県
議

第 号

運
営

有
す

そ
の

を
合

八
分

て
得十

七
年
十
二
月
十
八
日
印
刷

十
七
年
十
二
月
十
八
日
発
行

の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法
第
八

条
第
一
項

事
並
び
に
県
の
選

理
委
員
、
監
査
委

び
公
安
委
員
会
の

の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法
第
八

条
第
一
項

教
育
委
員
会
の
教

及
び
委
員
の
解
職

求

地
方
教
育
行
政
の

及
び
運
営
に
関
す

律
第
八
条
第
一
項

会
の
議
員
の
解
職

求

地
方
自
治
法
第
八

第
一
項

接
請
求
の
種
類

根

拠

規

例
の
制
定
又
は
改

請
求

地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

事
務
の
執
行
に
関

監
査
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

会
の
解
散
の
請
求
地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年

る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一

算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

上
関
町
・
田
布
施
町
・
平
生
町

十
一

十
六

組
織
る
法

十
条

下
関
市
選
挙
区

宇
部
市
選
挙
区

山
口
市
選
挙
区

萩
市
・
阿
武
町
選
挙
区

防
府
市
選
挙
区

下
松
市
選
挙
区

岩
国
市
・
和
木
町
選
挙
区

光
市
選
挙
区

長
門
市
選
挙
区

柳
井
市
選
挙
区

美
祢
市
選
挙
区

周
南
市
選
挙
区

山
陽
小
野
田
市
選
挙
区

周
防
大
島
町
選
挙
区

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

定

必

要

な

有

十
四

十
五

十
六 法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条

（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に

十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

県

庁
知
事

選
挙
区

八
、
八
五
〇

二
四
六
、
四
二
六

七
五
、
一
七
一

四
六
、
三
四
六

五
二
、
三
二
九

一
五
、
五
五
三

三
二
、
〇
二
二

一
五
、
二
〇
九

四
〇
、
一
七
八

一
四
、
五
〇
二

一
〇
、
二
九
五

九
、
三
八
一

七
、
四
五
七

四
〇
、
四
〇
一

一
七
、
五
三
六

五
、
二
四
三

長

中

村

正

昭

権

者

の

数二
三
、
四
二
九

二
四
六
、
四
二
六

第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

四


